
記 入 例

限度額適用・標準負担額減額認定証
（通常）の交付を受ける場合

１７９９９９９

建設 太郎

○○ ×× △△

○○県○○市○△□１－２－３

建設 太郎

≪申請をするときの注意≫

１．申請には証拠書類が必要です。詳しい手続きは、書類を提出する前に

所属の支部にお問い合わせください。

２．申請書は、所属の支部に提出してください。

※
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字
の
部
分
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。(

記
入
す
る
際
は
、
消
せ
る
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

※
緑
枠
の
部
分
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
当
記
入
例
の
２
ペ
ー
ジ
後
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・申請できる方は、３ページ目の参考欄の所得区分に該当する区分の方です。

※長期入院該当の記入例は次ページです。

○○○ ××××

建
設 △× ○ × □ ○ × □ □ ○ △ ○

０９０－××××－□□□□

③

○○ ×× △△

□ □ ○ △× ○ × △ △ ○ × □

①

②
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記 入 例

限度額適用・標準負担額減額認定証
（長期入院）の交付を受ける場合

１７９９９９９

建設 太郎

○○ ×× △△

31

60
○×病院

△△病院

≪申請をするときの注意≫

１．申請には証拠書類が必要です。詳しい手続きは、書類を提出する前に

所属の支部にお問い合わせください。

２．申請書は、所属の支部に提出してください。

※
緑
枠
の
部
分
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
当
記
入
例
の
次
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申請できる方は、以下の①または②に該当する方です。

ただし、過去１年の入院日数が９０日（「限度額適用・標準負担額減額認定

証」の交付を受けていた期間に限ります）を超える場合のみです。

① ７０歳未満で、所得区分が低所得の方

② ７０歳以上で、所得区分が低所得Ⅱの方

※通常の記入例は前ページです。

○○ ×× △△

□ □ ○ △× ○ × △ △ ○ × □

①

②
○○ ×× △△

○○県××市△△－□□

○○県□□市××－△△

○○ ×× △△

○○県○○市○△□１－２－３

建設 太郎

○○○ ××××

建
設 △ × ○ × □ ○ × □ □ ○ △ ○

０９０－××××－□□□□

③

○○ ×× △△

○○ ×× △△
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　マイナンバーカード等のマイナンバーがわかる書類を参考に

 対象者の個人番号（マイナンバー）を記入してください。

　再交付申請の場合は、該当する理由に〇をつけてください。

　マイナンバーカード等のマイナンバーがわかる書類を参考に

 組合員のマイナンバーを記入してください。

　 参考：申請に該当する所得区分は、下表のとおりです。

年齢

７
０
歳

未
満

申請書を記入する際の注意点

低所得
〔オ〕

　世帯全員の住民税が非課税の場合

　世帯に属するすべての方（当国保組合に加入している
方全員）の課税状況など。

区分

　限度額適用・標準負担額減額認定証を破損または紛失したとき。
　３.その他の場合は再交付理由を( )内に記入してください。

７
０
歳
以
上

　世帯全員の住民税が非課税の場合
低所得Ⅱ

〔Ⅱ〕

　 世帯全員の住民税が非課税で、かつ、世帯全員の所
得（年金所得は控除額を８０万円として計算）が０円の場
合

低所得Ⅰ
〔Ⅰ〕

②

①

③

※
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